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▼
事
例
１

大
手
電
信
電
話
会
社
の
代
理
店
を

名
乗
り
、「
新
サ
ー
ビ
ス
」と
電
話
が

掛
か
っ
て
き
た
。
以
前
か
ら
契
約
し

て
い
る
大
手
電
話
会
社
か
ら
の
案
内

と
思
い
話
を
聞
い
た
。
利
用
料
金
が

安
く
な
る
と
思
い
了
解
し
た
。
届
い

た
書
面
で
別
会
社
と
の
契
約
と
分
か

っ
た
。
大
手
電
話
会
社
以
外
と
契
約

す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
、
解
約
し

た
い
。
解
約
を
申
し
出
た
ら
違
約
金

の
請
求
を
さ
れ
た
。

▼
事
例
２

契
約
先
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
代
理
店

が
訪
問
し
て「
今
ま
で
と
内
容
は
同

じ
で
、
料
金
が
安
く
な
る
。
工
事
の

必
要
は
な
い
」と
勧
誘
さ
れ
た
。
契

約
し
て
い
た
電
話
会
社
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
が
使
用
で
き
な
く
な

っ
た
。
回
線
の
乗
り
換
え
時
に
解
除

さ
れ
た
よ
う
だ
。
必
要
な
の
で
再
契

約
し
た
ら
料
金
が
掛
か
り
、
安
く
な

っ
て
い
な
い
。
元
の
契
約
に
戻
し
た

い
と
申
し
出
た
ら
、
キ
ャ
ン
セ
ル
料

と
再
工
事
費
用
が
掛
か
る
と
言
わ
れ

た
。
費
用
を
掛
け
ず
に
戻
し
て
ほ
し

い
と
告
げ
た
が
、
そ
の
後
連
絡
が
な

い
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

◆
光
卸
は
、
大
手
電
信
電
話
会
社
と

の
契
約
で
は
な
く
、
新
た
な
事
業

者
と
の
契
約
で
あ
る
こ
と
を
理
解

し
ま
し
ょ
う

◆
光
卸
の
契
約
に
は
、
光
回
線
の
契

約
の
他
に
事
業
者
が
提
供
す
る
プ

ロ
バ
イ
ダ
や
オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ

ス
な
ど
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
解
約
料
の
費
用

負
担
が
発
生
す
る
の
か
、
契
約
内

容
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

◆
解
約
時
の
時
期
に
よ
り
、
違
約
金

だ
け
で
は
な
く
、
工
事
費
用
な
ど

の
請
求
も
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
解
約
時
に
掛
か
る
費
用
の
確

認
も
し
ま
し
ょ
う

◆
契
約
す
る
前
に
、
契
約
す
る
事
業

者
名
や
サ
ー
ビ
ス
名
を
確
認
し
て
、

契
約
内
容
に
つ
い
て
も
書
面
を
求

め
ま
し
ょ
う

◆
事
業
者
と
契
約
後
、
新
た
な
事
業

者
へ
の
乗
り
換
え
や
、
大
手
電
信

電
話
会
社
の
契
約
に
戻
る
際
に
、

新
た
に
別
の
契
約
を
す
る
こ
と
に

な
り
、
工
事
が
必
要
で
電
話
番
号

が
変
更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

◆
光
卸
の
契
約
時
に
Ｉ
Ｐ
電
話
の
申

し
込
み
を
し
た
場
合
は
、
解
約
し

た
ら
Ｉ
Ｐ
電
話
が
使
え
な
く
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す

◆
新
た
な
契
約
を
し
た
場
合
は
、
以

前
の
契
約
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
者

に
、
自
分
で
解
約
を
申
し
出
な
け

れ
ば
解
約
で
き
ま
せ
ん

注
意
事
項

光
卸
の
契
約
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
接
続
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
の

契
約
、
Ｉ
Ｐ
電
話
の
契
約
な
ど
契

約
内
容
は
複
雑
で
す
。
支
払
い
先

も
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ぞ
れ
の
支
払
い
先
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
途
解
約
に

つ
い
て
は
違
約
金
が
発
生
し
ま
す
。

口
頭
の
説
明
だ
け
で
、
契
約
を
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
以
前

の
契
約
と
の
比
較
も
必
要
で
す
。

十
分
な
検
討
を
し
ま
し
ょ
う

そ
の
他

相
談
は
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
へ(

平
日
の
み)

大
手
電
信
電
話
会
社
の
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
り
が
去
年
か
ら
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
り
を
受
け
た
異
業
者
が
、

光
回
線
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
や
携
帯
電
話
会
社
を
組
み
合
わ
せ
た
独
自
の
サ

ー
ビ
ス
、
Ｉ
Ｐ
電
話
の
勧
誘
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
料
金
や
契
約
形
態
で

消
費
者
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
消
費
者
に
と
っ
て
は
選
択
肢
が
増
え
ま

し
た
が
、
十
分
な
理
解
が
な
い
ま
ま
契
約
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま

す
。(

Ｉ
Ｐ
電
話
と
は
、
光
回
線
な
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
に
電

話
対
応
ア
ダ
プ
タ
ー
や
電
話
対
応
の
ル
ー
タ
ー
な
ど
で
接
続
し
、
音
声

を
デ
ジ
タ
ル
信
号
で
送
受
信
す
る
サ
ー
ビ
ス)

ト
ラ
ブ
ル
に
注
意
！

光
回
線
サ
ー
ビ
ス
の
卸
売
り
に
関
す
る
勧
誘
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市
産
農
産
物
の
消
費
拡
大
と
イ
メ

ー
ジ
向
上
、
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
安
心
・
安

全
で
お
い
し
い
選
り
す
ぐ
り
の
農
産

物
を
ぬ
ま
た
ブ
ラ
ン
ド
農
産
物
と
し

て
認
証
し
ま
す
。

認
証
さ
れ
た
農
産
物
は
市
ブ
ラ
ン

ド
認
定
品
と
し
類
似
品
や
他
産
地
と

の
差
別
化
が
図
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
メ
リ
ッ
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
し
込
み

８
月
31
日(

水)

ま
で
に
、

農
林
課
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
ぬ
ま
た
ブ
ラ

ン
ド
農
産
物
認
証
委
員
会
事
務
局

(

農
林
課
６
次
産
業
化
推
進
室)

へ

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

問
い
合
わ
せ

農
林
課
６
次
産
業
化

推
進
室
1
内
線
３
２
３
２
・
３
２

３
３
へ

▽補助などの対象となる融資制度　①県創業者・再チャレ

ンジ資金、または日本政策金融公庫が実施する新規開業

資金、女性、若者／シニア起業家支援資金②市内金融機

関が実施する①の創業資金の標準的な条件に準じるもの

▽要件　①対象融資の実行時に新たに創業する者、または

創業後１年未満の者②法人にあっては市内に新たに本店、

または主たる事業所を設置していること。個人にあって

は市内に事業所を設置し市内に居住していること③引き

続き市内で事業を営むこと④法令に基づく許認可などを

必要とする場合は、登録・届け出などを行っていること

⑤市税を完納していること

▽申請方法　対象となる融資を受けた日から２カ月以内に、

｢創業者信用保証料補助・利子補給金交付申請書｣に必要

書類を添付して、産業振興課産業振興係へ

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
や

60
歳
以
上
70
歳
未
満
の
任
意
加
入

被
保
険
者
は
、
希
望
に
よ
り
定
額
保

険
料
に
加
え
て
月
額
４
０
０
円
の
付

加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、将
来
、

よ
り
多
く
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
付
加
保
険
料

を
納
め
る
場
合
に
は
、
定
額
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
付
加

年
金
の
計
算
式
は
次
の
と
お
り
で
す
。

計
算
式

付
加
年
金
額=

２
０
０
円

×
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る

人
や
免
除
制
度
を
利
用
し
て
い
る
人

は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

付
加
年
金
の
加
入
を
希
望
す
る
人

は
、
市
役
所
市
民
課
国
保
年
金
係
、

白
沢
・
利
根
支
所
生
活
係
に
て
手
続

き
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
国

民
年
金
課
1
０
２
７
９
　
１
６
０

７
へ

国
民
年
金
付
加
保
険
料

市の制度融資をご利用ください

創業者融資信用保証料補助金と利子補給金のご案内
創業者の支援として、創業時の借り入れにかかる信用保証料の全額補助と、３年間の利子補給を行います。

ま
た
ブ
ラ
ン
ド
農
産
物
を

募
集
し
ま
す(

四
次
募
集)

ぬ

問い合わせ　産業振興課産業振興係1内線３２５５

資金名

小口資金
市内で同一事業を１年以上営んでいる中小企業者と中小企
業団体で市税を完納している者
※個人事業者については、市内に１年以上居住している者

運転資金
設備資金 1,250万円

運転６年以内
設備８年以内
(うち据え置き
６カ月以内)

2.2% 取り扱い金融機関

取り扱い
金融機関

取り扱い
金融機関

中央労働
金庫沼田
支店

2.2%

2.2%

2.1%

８年以内
(うち据え置き
１年以内）

６年以内
(うち据え置き
１年以内）

５年以内

1,500万円

中小企業者
1,500万円
中小企業団体
2,000万円

150万円

設備資金

運転資金
(経営安定化目的）

医療費、冠婚葬祭
費、教育費、災害
復旧費、耐久消費
財購入費

従業員20人以下(商業、サービス業は５人以下)の小企業者
※過去１年間に市民税所得割が課税され完納している者で、
他の保証付融資を利用していない者

市内で同一事業を１年以上営んでいる中小企業者と中小企
業団体で市税を完納している者

市内で同一事業を１年以上営んでいる中小企業者と中小企
業団体で市税を完納している者

市内に１年以上居住、または市内の同一事業所に１年以上
勤務する勤労者で、前年の源泉徴収票と所得証明書などが
提出でき、資金の償還が確実と認められる人

中小企業
設備近代化
資金

中小企業
経営振興
資金

勤労者
生活資金

特別
小口資金

中
小
企
業
者
向
け
融
資

勤
労
者
向
け
融
資

融資対象 資金使途 限度額 期間 利率 申し込み
問
い
合
わ
せ
　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー(

東
原
庁
舎
内)

1
○
１
５
０
０

20

平成７年４月に沼田市議会議員に就任。平成21年か

らは市議会議長を務められ、平成27年の退任まで、５

期20年にわたり地方自治の発展に尽力されました。

｢議員活動の中で、全国植樹祭と全国育樹祭に参加

したことが印象深く感じます。受章は身に余る光栄で、

地域の皆さんや同僚など、ご支援いただいた皆さまの

おかげです。この場を借りて深く感謝申し上げます｣

受章、おめでとうございます

春の叙勲

旭日双光章
[地方自治功労]

元沼田市議会議員

布施辰二郎さん(西倉内町)

【地方自治】大竹政雄さん／沼田市議

【消防防災】薗田圭一さん／元沼田市消防団副団長

【林業】小菅正治さん／県素材生産流通

協同組合副理事長

【農業】井上幾雄さん／野菜栽培(ト

マト、ハーブ)

【警察】田中充さん／県検視警察医

県総合表彰

↓

　
ア
ド
バ
イ
ス
　↓


